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議案第９号 

 

八戸市社会教育指導員の委嘱について 

八戸市社会教育指導員に別紙の者を委嘱する。 

 

平成 25 年３月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

八戸市社会教育指導員の任期満了に伴う後任の指導員を委嘱するためのものである。 
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氏        名 担    当 

前
まえ

田
だ

 千賀子
ち が こ

 指導助言 

 

 任期は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとする。 
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議案第10号 

 

八戸市立公民館長の委嘱について 

八戸市立公民館長に別紙の者を委嘱する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

八戸市立公民館長の委嘱期間満了に伴う後任の館長を委嘱するためのものである。 
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公  民  館  名 氏    名 

小 中 野 公 民 館 森
も り

  喜
よ し

 明
あ き

 

白 銀 公 民 館 竹
た け

 生
お

 りえ子
こ

 

鮫 公 民 館 野
の

 坂
ざ か

  哲
さとし

 

上 長 公 民 館 目
め

 澤
ざ わ

 伸
し ん

 一
い ち

 

柏 崎 公 民 館 鶴
つ る

 飼
が い

 千
ち

 年
と し

 

大 館 公 民 館 戸
へ

 耒
ら い

 富
と

美子
み こ

 

下 長 公 民 館 佐々木
さ さ き

 勝
か つ

 紀
の り

 

吹 上 公 民 館 伊
い

 藤
と う

 ゆ り 

湊 公 民 館 五
ご

 戸
の へ

 保
や す

 夫
お

 

是 川 公 民 館 細
ほ そ

 越
ご え

 紀
の り

 雄
お

 

館 公 民 館 貝
か い

 吹
ふ き

 賢
け ん

 一
い ち

 

根 城 公 民 館 新井山
に い や ま

 雅
ま さ

 行
ゆ き

 

三 八 城 公 民 館 石
い し

 橋
ば し

 元
ち か

 生
お

 

江 陽 公 民 館 加
か

 藤
と う

 忠
た だ

 志
し

 

長 者 公 民 館 佐々木
さ さ き

  修
おさむ

 

田 面 木 公 民 館 有
あ り

 馬
ま

  弘
ひろし

 

市 川 公 民 館 氣
け

 田
た

 武
た け

 男
お

 

南 浜 公 民 館 大
お お

 橋
は し

 正
しょう

 治
じ

 

根 岸 公 民 館 江
え

 戸
ど

  清
きよし

 

白 銀 南 公 民 館 大久保
お お く ぼ

 喜八郎
き は ち ろ う

 

東 公 民 館 久保
く ぼ

澤
さ わ

  恂
まこと

 

白 山 台 公 民 館 中
な か

 村
む ら

 政
ま さ

 勝
か つ

 

南 郷 公 民 館 木
き

 村
む ら

 明美
あ け み

智
ち

 

 

委嘱期間は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとする。 
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議案第 11 号 

 

八戸市博物館館長の委嘱について 

八戸市博物館館長に別紙の者を委嘱する。 

 

平成 25 年３月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

八戸市博物館館長の任期満了に伴う後任の館長を委嘱するためのものである。 
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氏  名 工藤
く ど う

 竹久
たけひさ

 

 

 任期は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとする。 
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議案第 12 号 

 

八戸市南郷歴史民俗資料館館長の委嘱について 

八戸市南郷歴史民俗資料館館長に別紙の者を委嘱する。 

 

平成 25 年３月 28 日 提出 

 

八戸市教育委員会 

                    委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

八戸市南郷歴史民俗資料館館長の任期満了に伴う後任の館長を委嘱するためのものである。 
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氏  名 長根
な が ね

 岩夫
い わ お

 

 

 任期は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとする。 
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議案第13号 

 

八戸市教育振興基本計画策定委員会規則の制定について 

八戸市教育振興基本計画策定委員会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関設置条例の制定に伴い、教育振興基本

計画策定委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 
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   八戸市教育振興基本計画策定委員会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成 25 年八戸市条例第 号）第３条の規定

に基づき、八戸市教育振興基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 委員会は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17 条第２項の規定する教育の振

興のための施策に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）の策定に係る調査及び検討

をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。 

２ 委員は、知識経験のある者及び公募に応じた者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、基本計画の策定に係る調査及び検討が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行

われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、教育長が行う。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（資料の提出の要求等） 

第６条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他

の必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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議案第14号 

 

八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則の制定について 

八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関設置条例の制定に伴い、学齢児童生徒

就学指導委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 

  



12 

八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則 

 

八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則（平成７年八戸市教育委員会規則第５号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成 25 年八戸市条例第 号）第３条の規定

に基づき、八戸市学齢児童生徒就学指導委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な教育的支援を要する疑いのある就学前児

童（当該審議に係る年度の翌年度の４月１日において小学校に入学する予定である者をい

う。）、学齢児童及び学齢生徒の適切な就学指導方法等について必要な事項を審議し、その

結果を答申する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 40 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(1) 医師 

(2) 教職員 

(3) 特別支援教育に関し学識経験を有する者 

３ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長１人、副委員長２人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行

われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、教育長が行う。 

２ 前項の規定により委員会の会議を招集する場合において、当該会議に出席すべき委員は、

委員長がその都度指名する。 

３ 委員会は、出席すべき委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
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（資料の提出の要求等） 

第６条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様

とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則（以下「旧規則」

という。）第４条第２項により委員に委嘱又は任命されている者（関係行政機関の職員であ

る委員を除く。）は、改正後の八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則（以下「新規則」と

いう。）第３条第２項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当

該委員の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、平成 25 年５月 18 日までとする。 

３ この規則の施行の際現に旧規則第６条第２項の規定により委員長又は副委員長として定め

られた者は、新規則第４条第２項の規定により委員長又は副委員長として定められたものと

みなす。 
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議案第 15号 

 

八戸市通学区域審議会規則の制定について 

八戸市通学区域審議会規則を別紙のとおり制定する。 

 

  平成 25年３月 28日 提出 

 

八戸市教育委員会 

委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関条例の制定に伴い、通学区域審議会の組織及

び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

 

 



16 

   八戸市通学区域審議会規則 

 

 八戸市通学区域審議会条例施行規則（昭和44年八戸市教育委員会規則第３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第 号）第３条の規定に基づ

き、八戸市通学区域審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （職務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の

通学区域の新設又は改廃に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(1) 市立の小学校及び中学校のそれぞれの父母と教師の会の代表者 

(2) 市立の小学校長及び中学校長のそれぞれの代表者 

(3) 知識経験のある者 

(4) その他教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 特定の職又は地位にあることにより委嘱された委員は、その職又は地位を離れたときは、解任

されるものとする。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （特別委員） 

第４条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員５人以内を置く

ことができる。 

２ 特別委員は、当該地域の知識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた

後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、教育長が行う。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（資料の提出の要求等） 

第７条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要

な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の八戸市通学区域審議会規則（以下「旧規則」という。）第３

条第３項の規定により委員に委嘱されている者は、改正後の八戸市通学区域審議会規則（以下「新

規則」という。）第３条第２項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、

当該委員の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、平成25年11月11日までとする。 

３ この規則の施行の際現に旧規則第５条第２項の規定により会長又は副会長として定められて

いる者は、新規則第５条第２項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。 
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議案第16号 

 

八戸市少年相談センター運営協議会規則の制定について 

八戸市少年相談センター運営協議会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関設置条例の制定に伴い、少年相談セン

ター運営協議会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 
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   八戸市少年相談センター運営協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第 号）第３条の規

定に基づき、八戸市少年相談センター運営協議会（以下「協議会」という。）の組織及

び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 協議会は、八戸市少年相談センターの活動等に係る業務計画の策定に関し必要な事

項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。  

（組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 (1) 関係団体の代表者 

 (2) 市議会の議員 

 (3) 関係行政機関の職員 

 (4) 公募に応じた者 

 (5) その他教育委員会が必要と認める者 

３ 公募による委員の人数は、２人以内とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 特定の職又は地位にあることにより委嘱された委員は、その職又は地位を離れたとき

は、解任されるものとする。 

６ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が

行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（資料の提出の要求等） 

第６条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ
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の他必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、教育指導課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の八戸市少年相談センター運営協議会の委員である者は、

この規則の施行の日（以下「施行日」という。）において第３条第２項の規定により協

議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同

条第４項本文の規定にかかわらず、平成25年５月31日までとする。 

３ この規則の施行の際現に従前の八戸市少年相談センター運営協議会の会長又は副会長

である者は、施行日において第４条第２項の規定により協議会の会長又は副会長として

定められたものとみなす。 
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議案第 17 号 

 

八戸市史跡根城跡保存管理計画検討会議規則の制定について 

八戸市史跡根城跡保存管理計画検討会議規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成 25 年３月 28 日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関設置条例の制定に伴い、史跡根城跡保

存管理計画検討会議の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 
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   八戸市史跡根城跡保存管理計画検討会議規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成 25 年八戸市条例第 号）第３条の規

定に基づき、八戸市史跡根城跡保存管理計画検討会議（以下「検討会議」という。）の組

織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 検討会議は、史跡根城跡の保存管理計画（以下「計画」という。）に関し必要な事

項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。 

 （組織） 

第３条 検討会議は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者及び関係団体の代表者のうちから、教育委員会が委嘱する。  

３ 委員の任期は、計画に関し必要な事項について調査及び検討が終了するまでとする。 

 （会長） 

第４条 検討会議に、会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が

その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱

が行われた後最初に招集すべき検討会議の会長の職務は、教育長が行う。  

２ 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （資料の提出の要求等） 

第６条 検討会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明

その他必要な協力を求めることができる。 

 （秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また

同様とする。 

 （庶務） 

第８条 検討会議の庶務は、社会教育課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、検討会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、

会長が検討会議に諮って定める。 
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   附 則 

１ この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の史跡根城跡保存管理計画検討会議の委員である者は、こ

の規則の施行の日（以下「施行日」という。）において第３条第２項の規定により検討会議

の委員として委嘱されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に従前の史跡根城跡保存管理計画検討会議の座長である者は、施

行日において第４条第２項の規定により検討会議の会長として定められたものとみなす。 
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議案第18号 

 

八戸市史編纂委員会規則の制定について 

八戸市史編纂委員会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市附属機関設置条例の制定に伴い、市史編纂委員

会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。 
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   八戸市史編纂委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第 号）第３条の規定に

基づき、八戸市史編纂委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （職務） 

第２条 委員会は、市史編纂事業に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対し

て意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、優れた識見を有する者及び公募に応じた者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行わ

れた後最初に招集すべき委員会の会長の職務は、教育長が行う。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（資料の提出の要求等） 

第６条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、八戸市立図書館において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 
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議案第19号 

 

八戸市教育委員会指定管理者選定委員会規則の制定について 

八戸市教育委員会指定管理者選定委員会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例の一部改正に伴い、教育委員会指定管理者選定委員会の組織及び運営等に関し必要

な事項を定めるものである。 
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八戸市教育委員会指定管理者選定委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成17年八戸市条例第124号。以下「条例」という。）第５条第５項の規定に基づき、八

戸市指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営等について、必

要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員長及び委員４人以上９人以内をもって組織する。 

２ 委員長は、教育長をもって充てる。 

３ 委員は、知識経験のある者及び教育委員会事務局の課長級以上の職にある職員（以下

「職員」という。）のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

４ 知識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する委員の人数は、職員のうちから教

育委員会が任命する委員と同数以上とする。 

５ 委員の任期は、指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設に係る当該候補者の

選定に関する事項の調査審議が終了するまでとする。 

（委員長） 

第３条 委員長は、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する

委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の会議は、非公開とする。 

（委員の責務） 

第５条 委員は、公正かつ適正に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様

とする。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育総務課（条例第５条第２項ただし書の規定により公の施設

ごとに委員会を設置した場合にあっては、当該公の施設を所管する課等）において処理

する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、
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委員長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 
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議案第20号 

 

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会規則の制定について 

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

附属機関の設置根拠の見直しによる八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正

に伴い、埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の組織及び運営等に関し必要な事項を定

めるものである。 
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八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例（平成 23年八戸市条例

第10号）第９条第３項の規定に基づき、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協

議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営等について必要な事項を定めるもの

とする。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員７人以内で組織する。 

２  委員は、文化財、教育普及、広報活動等に関し専門的知識を有する者のうちから、

教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱

が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。 

２  協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３  協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（資料の提出の要求等） 

第５条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明

その他必要な協力を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 協議会の庶務は、八戸市埋蔵文化センター是川縄文館において処理する。 
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（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、

会長が協議会に諮って定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の

委員である者は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）において第２条第

２項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、

当該委員の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、平成 26年３月31日までとす

る。  

３ この規則の施行の際現に従前の八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会の

会長又は副会長である者は、施行日において第３条第２項の規定により協議会の会長

又は副会長として定められたものとみなす。 
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議案第21号 

 

豊崎幼稚園の廃止に伴う八戸市教育委員会公印規則等の一部を改正する等の規則の制定

について 

豊崎幼稚園の廃止に伴う八戸市教育委員会公印規則等の一部を改正する等の規則を別紙のと

おり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

八戸市教育委員会 

委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

  豊崎幼稚園を廃止することに伴い、関係規則について規定の整理等をするためのものであ

る。 



38 

豊崎幼稚園の廃止に伴う八戸市教育委員会公印規則等の一部を改正する等の規則 

 

 （八戸市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 八戸市教育委員会公印規則（昭和39年八戸市教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表八戸市立豊崎幼稚園印の項及び八戸市立豊崎幼稚園長印の項を削る。 

 （八戸市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正） 

第２条 八戸市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則（昭和41年八戸市教育委員会規則

第３号）の一部を次のように改正する。 

別表学校の職員の項中「園長 教諭 技能主事」を「技能主事」に改める。 

 （八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

の一部改正） 

第３条 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行

規則（昭和37年八戸市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条及び第８条第１項中「又は園長」を削る。 

第13条の見出しを「（校長の助力及び証明）」に改め、同条第１項中「手続き」を「手

続」に改め、「又は園長」を削り、同条第２項中「又は園長」を削る。 

 （八戸市立幼稚園管理規則等の廃止） 

第４条 次に掲げる規則は、廃止する。 

⑴ 八戸市立幼稚園管理規則（昭和49年八戸市教育委員会規則第３号） 

⑵ 八戸市立学校職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員並びに加算割合を定

める規則（平成３年八戸市教育委員会規則第２号） 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 



 

豊
崎

幼
稚

園
の

廃
止

に
伴

う
八

戸
市

教
育

委
員

会
公

印
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

規
則

新
旧

対
照

表
（

第
１

条
関

係
）

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

八
戸
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
（
昭
和
39
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号
）
 

 別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

公
印
の
種
類
 

様
式

 
寸
法

 
（
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
）
 

管
理
者

 
摘
要
 

（
略
）
 

八
戸
市
立
島
守
中
学
校
長
印
 

八
戸
市
立
島
守

中
学
校
長
之
印
 

1
8 

島
守
中
学
校
長
 

 

 

八
戸
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
（
昭
和
39
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号
）
 

 別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

公
印
の
種
類
 

様
式
 

寸
法

 
（
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
）
 

管
理
者

 
摘
要

 

（
略
）

 

八
戸
市
立
島
守
中
学
校
長
印
 

八
戸
市
立
島
守

中
学
校
長
之
印
 

1
8 

島
守
中
学
校
長
 

 

八
戸
市
立
豊
崎
幼
稚
園
印
 

八
戸
市
立
豊
崎

幼
稚
園
之
印
 

4
5 

豊
崎
幼
稚
園
長
 

 

八
戸
市
立
豊
崎
幼
稚
園
長
印
 

八
戸
市
立
豊
崎

幼
稚
園
長
之
印
 

1
8 

豊
崎
幼
稚
園
長
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豊
崎
幼
稚
園
の
廃
止
に
伴
う
八
戸
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

八
戸
市
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
職
名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
41
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規

則
第
３
号
）
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

（
略
）
 

学
校
の
職
員
 

 
技
能
主
事
 

（
略
）
 

 

八
戸
市
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
職
名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
41
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規

則
第
３
号
）
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

（
略
）

 

学
校
の
職
員
 

園
長

 
教
諭

 
技
能
主
事
 

（
略
）
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豊
崎

幼
稚

園
の

廃
止

に
伴

う
八

戸
市

教
育

委
員

会
公

印
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

規
則

新
旧

対
照

表
（

第
３

条
関

係
）

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

八
戸
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
37
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
）
 

 （
災
害
発
生
の
報
告
）
 

八
戸
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
37
年
八
戸
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
）
 

 （
災
害
発
生
の
報
告
）
 

第
２
条
 
八
戸
市
立
学
校
の
校
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯

科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
（
以
下
「
学
校
医
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
公
務
に
基
づ
く
と
認
め
ら

れ
る
災
害
（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
32
年
法
律
第
14
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、
次
の
事
項
を
記
入
し
た
書
面
に
よ
り
そ

の
旨
を
速
や
か
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
条
 
八
戸
市
立
学
校
の
校
長
又
は
園
長
（
以
下
「
校
長
又
は
園
長
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
学
校

の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
（
以
下
「
学
校
医
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
公
務

に
基
づ
く
と
認
め
ら
れ
る
災
害
（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32
年
法
律
第
14
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す

る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、
次
の
事
項
を
記
入

し
た
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
速
や
か
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

（
補
償
請
求
の
手
続
）
 

（
補
償
請
求
の
手
続
）
 

第
８
条
 
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
補
償
（
傷
病
補
償
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
よ
り
補
償
の
請
求
書
を
、
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
を
経
由
し
て

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
条
例
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

医
療
機
関
又
は
指
定
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
場
合
の
療
養
補
償
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

第
８
条
 
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
補
償
（
傷
病
補
償
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
よ
り
補
償
の
請
求
書
を
、
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
又
は
園
長
を

経
由
し
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
条
例
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
場
合
の
療
養
補
償
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
校
長
の
助
力
及
び
証
明
）
 

（
校
長
又
は
園
長
の
助
力
及
び
証
明
）
 

第
13
条
 
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
補
償

の
請
求
に
必
要
な
手
続
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
は
、

第
13
条
 
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
事
故
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
補
償

の
請
求
に
必
要
な
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
又
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改
正
後
 

改
正
前
 

こ
れ
に
必
要
な
助
力
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

は
園
長
は
、
こ
れ
に
必
要
な
助
力
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
は
、
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
の
要
求

に
応
じ
、
速
や
か
に
必
要
な
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
学
校
医
等
の
所
属
学
校
の
校
長
又
は
園
長
は
、
法
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
る
べ
き

者
の
要
求
に
応
じ
、
速
や
か
に
必
要
な
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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43 

議案第22号 

 

八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

                   八戸市教育委員会 

                委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

  美保野中学校を廃止することに伴い、規定の整理をするためのものである。 

  



44 

八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

八戸市教育委員会公印規則（昭和39年八戸市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

別表八戸市立美保野中学校印の項及び八戸市立美保野中学校長印の項を削る。 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 



 

八
戸

市
教

育
委

員
会

公
印

規
則

の
一

部
を

改
正
す

る
規

則
新

旧
対

照
表

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

公
印
の
種
類
 

様
式
 

寸
法

 
（
方

ミ
リ
メ
ー
ト

ル
）
 

管
理
者
 

摘
要
 

（
略
）
 

八
戸
市
立
白
銀
南
中
学

校
長
印
 

八
戸
市
立
白

銀
南
中
学
校

長
之
印
 

18
 

白
銀
南
中
学

校
長
 

 

（
略
）
 

 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

公
印
の
種
類
 

様
式
 

寸
法

 
（
方

ミ
リ
メ
ー
ト

ル
）
 

管
理
者
 

摘
要
 

（
略
）
 

八
戸
市
立
白
銀
南
中
学

校
長
印
 

八
戸
市
立
白

銀
南
中
学
校

長
之
印
 

1
8 

白
銀
南
中
学

校
長
 

 

八
戸
市
立
美
保
野
中
学

校
印
 

八
戸
市
立
美

保
野
中
学
校

之
印
 

4
5 

美
保
野
中
学

校
長
 

 

八
戸
市
立
美
保
野
中
学

校
長
印
 

八
戸
市
立
美

保
野
中
学
校

長
之
印
 

1
8 

美
保
野
中
学

校
長
 

 

（
略
）
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47 

議案第 23 号 

 

八戸市奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

八戸市奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

平成 25 年３月 28 日 提出 

  

八戸市教育委員会 

委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

奨学生志願の申請手続に係る市・県民税課税（所得）証明書の添付を省略できるよう

所要の改正をするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

八戸市奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

 

八戸市奨学金貸与条例施行規則（平成 23 年八戸市教育委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項を次のように改める。 

２ 教育委員会は、前項第４号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確

認することができる場合において、課税資料閲覧取得同意書（別記第４号様式の２）により

その閲覧取得についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

 別記第２号様式（その１）中 

「 

所  属           学部               科 第  

学年 

 を 
在 学 校            学校         科    年３月卒業

見込み 

                                        」 

「 

在 学 校          学校             学部 

 に 

科  第  学年       年３月卒業見込み 

                                        」 

改め、同様式（その２）中 

「  

本人氏名 

  を 

所  属          学部            科 第  学年 

                                        」 

「  

本人氏名  に 

                                        」 

改める。 
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 別記第３号様式中 

「  

小学生  名    中学生  名    高校生  名    大学生  名  を 

                                        」 

「  

小学生  名・中学生  名・高校生  名・高専  名・専修  名・大学生   名  に、 

                                        」 

「母子家庭」を「母子（父子）家庭」に改める。 

 別記第４号様式の次に次の１様式を加える。 



50 

第４号様式の２（第２条関係） 

 

課 税 資 料 閲 覧 取 得 同 意 書 
 

    年   月   日 

（あて先） 八戸市教育委員会教育長 

 

学校名                                

申請者氏名                      ㊞ 

奨学金申請区分    一般  ・  特別  ・  両方    

               （いずれかを○で囲んでください） 

 

八戸市奨学生採用資格認定に要する収入及び所得確認のため、   年度分の市県民税の課

税資料を教育委員会が閲覧取得することに同意します。 

（※ 同意書に署名捺印がない場合は、市・県民税課税（所得）証明書を添付する必要があります。） 

 

１．「一般奨学金」を申請する場合 

以下に申請者の父母（いずれか一方しかいない場合は当該の父又は母）、又は父母双方いない場合には申

請者の生計を維持する方について各自署名捺印してください。（スタンプ印不可） 

 

２．「特別奨学金」又は「一般奨学金と特別奨学金の双方」を申請する場合 

以下に申請者の父母（いずれか一方しかいない場合は当該の父又は母）、又は父母双方いない場合には申

請者の生計を維持する方、さらに生活保護世帯に属する場合を除き、生計を同じくする 18 歳以上の方全員

について各自署名捺印してください。（スタンプ印不可） 

 

 
（ふりがな） 

氏  名 

申請者 

との続柄 
性 別 生年月日 印 

1 
 

 
  

㊞ 

2 
    

㊞ 

3 
    

㊞ 

4 
    

㊞ 

5 
    

㊞ 

備考 

１  ①税の申告が済んでいない方や個人の御都合（修正申告等）により教育委員会では課税状況等が確認でき

ない方、②申請する年の 1月 1日に八戸市に住民登録がない方は、同意書に署名捺印された場合であっても、

市・県民税課税（所得）証明書を提出していただくこととなります。 

２  ①の方には、教育委員会から後日御連絡しますので指定期日までに関係書類を提出してください。②の方に

は、申請書等応募書類と一緒に応募受付期限までに関係書類を提出してください。期限までに提出されない

場合には、申請書の受理ができなくなりますのでご注意ください。 
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別記第７号様式中「異議ありません」を「異議ありません。また、連絡が取れない場合は、

教育委員会が住所等を調査することに同意いたします」に改める。 

別記第８号様式中「金       円也」を「金       円也」に、 

「（氏名）       儀」を「（氏名）       儀」に、「異議ありません」を

「異議ありません。また、奨学金の償還を怠り、連絡が取れない場合は、教育委員会が住所等 

を調査することに同意いたします」に、 
「住所               

氏名             ㊞」 
を 

「住所               

氏名             ㊞」 
に改める。 

別記第９号様式中 「電話   （  ）」 を 
「電話   （  ） 

 E-Mail：     」 
に改める。 

別記第15号様式中  

「本 人 

 

連帯保証人 

 

保 証 人 

 

住所                

氏名             ○印  

住所                

氏名             ○印  

住所                

氏名             ○印」 

を 

「本 人 

 

連帯保証人 

 

保 証 人 

 

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印」 

に改める。  

 別記第18号様式から別記第20号様式まで中 

「本 人 

 

連帯保証人 

 

保 証 人 

 

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印」 

を  

「本 人 

 

連帯保証人 

 

保 証 人 

 

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印  

住所               

氏名             ○印」 

に改める。  
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別記第26号様式中 

「 

学校    学部    科 第  学年    を 

                                         」 

「 

学校    学部    科 第  学年   

 に 

退学期日 

          年    月    日 

                                         」 

改める。 

 別記第27号様式中「・氏名」を「・氏名・電話番号・E-Mail」に、 

「  

  年  月  日  

 

 （あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本 人 氏 名                ㊞  

 

連帯保証人氏名                ㊞  

 

            保証人氏名                ㊞  

 を 

                                         」 

「  

  年  月  日  

 

 （あて先）八戸市教育委員会教育長 

 

本 人 氏 名                ㊞  

 

連帯保証人氏名                ㊞  

 

            保証人氏名                ㊞  

 に 

備考 奨学生本人・連帯保証人・保証人のいずれかが署名捺印してください（全員で

も可）。 

                                         」 

改める。 
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別記第28号様式中  
「新 連帯保証人           ○印  

新 保 証 人           ○印」 
を 

「新 連帯保証人           ○印  

新 保 証 人           ○印」 
に、  

「本 人 氏 名 

連帯保証人氏名 

保 証 人 氏 名 

               ○印  

               ○印  

               ○印」 

を 

「本 人 氏 名 

連帯保証人氏名 

保 証 人 氏 名 

               ○印  

               ○印  

               ○印」 

に改める。 

 別記第29号様式中 
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「 

 

現 住 所 

１
 

 
３
 

 
 

２
 

 
４
 

 
 

」 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

「 

 

現 住 所 

１
 

電
 
話
 
 
（
 
 
）
 

E-
Ma
il
：
 

３
 

電
 
話
 
 
（

 
 
）
 

E-
Ma
il
：
 

 

２
 

電
 
話
 
 
（
 
 
）
 

E-
Ma
il
：
 

４
 

電
 
話
 
 
（

 
 
）
 

E-
Ma
il
：
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

「 

 
住 所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

」 

 
 

 

 

 

 
 

「 

 
住 所 

電
 
話
 
 
（
 
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
-
M
a
i
l
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       を          に、      を        に改める。 
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附 則 

 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 



 

八
戸

市
奨

学
金

貸
与

条
例

施
行

規
則

（
平

成
２

３
年

３
月

３
１

日
教

育
委

員
会

規
則

第
５

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
奨
学
生
志
願
の
申
請
手
続
）
 

（
奨
学
生
志
願
の
申
請
手
続
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
４
）
 
（
略
）
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
４
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
証
明
を
受
け
る
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に

よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
課
税
資
料
閲
覧
取
得
同
意
書
（
別
記
第
４
号
様

式
の
２
）
に
よ
り
そ
の
閲
覧
取
得
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

58 



 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

59 



 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

 

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
４
号
様
式
の
２
（
第
２
条
関
係
）
 

 

第
４
号
様
式
の
２
（
第
２
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

62 



 

改
正
後
 

改
正
前
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

64 



 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

第
９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

65 



 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
 

 

第
15
号
様
式
（
第
13
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

第
18
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

第
19
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
 

 

第
20
号
様
式
（
第
15
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
26
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

第
26
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
27
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

第
27
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
28
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
 

 

第
28
号
様
式
（
第
17
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
29
号
様
式
（
第
19
条
関
係
）
 

 

 

第
29
号
様
式
（
第
19
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
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議案第24号 

 

教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程の一部を改正する規程の制

定について 

教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程の一部を改正する規程を別紙の

とおり制定する。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

八戸市教育委員会 

委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

  豊崎幼稚園を廃止することに伴い、規定の整理をするためのものである。 
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教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程の一部を改正する規程 

 

教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程（昭和33年八戸市教育委員会規

程第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び園長」を削る。 

第３条中「（第１号の事務については、八戸市立の幼稚園長を除く。）」を削る。 

 

附 則 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教
育

長
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
学

校
長

へ
の

委
任

等
に

関
す

る
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
新

旧
対

照
表

 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2

号
）
第
26
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
八
戸
市
立
学
校
の
校
長

（
以
下
「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
へ
の
委
任
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2

号
）
第
26
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
八
戸
市
立
学
校
の
校
長

及
び
園
長
（
以
下
「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
へ
の
委
任
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 

（
委
任
事
務
）
 

（
委
任
事
務
）
 

第
３
条
 
学
校
長
に
次
の
事
務
を
委
任
す
る
。
 

第
３
条
 
学
校
長
に
次
の
事
務
（
第
１
号
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
八
戸
市
立
の
幼
稚
園
長
を
除
く
。
）

を
委
任
す
る
。
 

(１
)～

(1
0)
 
（
略
）
 

(１
)～

(1
0)
 
（
略
）
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議案第25号 

 

地方自治法第180条の2の規定に基づく協議について 

別紙のとおり市長の権限に属する事務の委任を一部変更することについて同意するものとする。 

 

平成25年３月28日 提出 

 

八戸市教育委員会 

委員長 岡 本 潤 子 

 

 

 

理 由 

  市長の権限に属する事務の委任を一部変更することについての八戸市長からの協議に対し、

回答するためのものである。 
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   市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則（昭和54年八戸市規則第13号）の一

部を次のように改正する 

 第３条第２号中「１件」を「予定価額」に、「10万円」を「20万円」に改める。 

 第４条第４号中「１件」を「予定価額」に改め、「車検及び予定価額10万円以上の」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 



 

市
長

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

委
任

及
び

補
助

執
行

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

新
旧

対
照

表
 

 
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務
）
 

（
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務
）
 

第
３
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。
 

第
３
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
予
定
価
額
10
0万

円
未
満
の
そ
の
他
の
契
約
（
車
検
及
び
予

定
価
額
20
万
円
以
上
の
車
両
の
修
繕
に
係
る
契
約
並
び
に
燃
料
油
の
単
価
契
約
を
除
く
。
）
の
締

結
に
関
す
る
こ
と
。
 

(２
) 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
１
件
10
0万

円
未
満
の
そ
の
他
の
契
約
（
車
検
及
び
予
定
価

額
10
万
円
以
上
の
車
両
の
修
繕
に
係
る
契
約
並
び
に
燃
料
油
の
単
価
契
約
を
除
く
。
）
の
締
結
に

関
す
る
こ
と
。
 

(３
)～

(９
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(９
) 

（
略
）
 

 

（
教
育
長
に
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
）
 

（
教
育
長
に
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
）
 

第
４
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
補
助
執
行
さ
せ
る
。
 

第
４
条
 
教
育
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
補
助
執
行
さ
せ
る
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

 
(４

) 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
予
定
価
額
10
0万

円
以
上
の
そ
の
他
の
契
約
（
車
両

の
修
繕
に
係
る
契
約
並
び
に
燃
料
油
の
単
価
契
約
を
除
く
。
）
の
締
結
に
関
す
る
こ
と
。
 

(４
) 

前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
１
件
10
0万

円
以
上
の
そ
の
他
の
契
約
（
車
検
及
び

予
定
価
額
10
万
円
以
上
の
車
両
の
修
繕
に
係
る
契
約
並
び
に
燃
料
油
の
単
価
契
約
を
除
く
。
）
の

締
結
に
関
す
る
こ
と
。
 

(５
)・

(６
) 

（
略
）
 

(５
)・

(６
) 

（
略
）
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